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常 務 理 事常 務 理 事

［運用本部］［ＪＡバンク本部］ ［管理本部］

愛媛県庁支店

● 機　構 令和５年7月1日現在

（3本部、1室、6部、7課、1支店）
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■ 会 員 数
資　格　別

正　会　員

准　会　員

合　　計

令和５年3月末 令和４年3月末 令和３年3月末

20

13

33

20

13

33

20

13

33

■ 職 員 数
区　　分

男　子　職　員

女　子　職　員

合　　計

令和５年3月末 令和４年3月末 令和３年3月末

85

47

132

86

46

132

88

46

134

■ 店舗一覧
店 舗 名

本　 所

愛媛県庁支店

所　 在　 地 代表電話番号

松山市南堀端町２番地３

松山市一番町４丁目４番地２

（089）948-5211

（089）921-8068

経　  営　  管　  理

委　　  員　　  会

阿　部　和　孝

山　内　謙　治

加　藤　　　尚

合　田　　　久

都　築   雅　秀

石　野　満　章

林　　　　　博

越　智　恵　吾

西　本　滿　俊

監　　  事　　  会

代 表 （ 常 勤 ） 監 事

監 事

監 事

監 事

員 外 監 事

桐　田　明　男

菊　地　秀　明

桑　田　　　誠

吉　見   一　弥

渡　部　義　行

理　　  事　　  会

代 表 理 事 理 事 長

代 表 理 事 専 務

常 務 理 事

常 務 理 事

二　宮　敬　明

竹　田　一　郎

朝　山　孝　則

宇都宮　久　嗣

■ 役　　員　（令和５年７月24日現在）

経 営 管 理 委 員 会 会 長

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

経 営 管 理 委 員

令和５年7月1日現在
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● 子会社等の状況
【子会社等の数】

【組織の構成】

【子会社等の概況】

増減数

0

0

0

0

株式会社　ＪＡえひめ総合情報センター

松山市土居田町31番地1

農業協同組合、農業協同組合中央会、農業協同

組合連合会、関連子会社の情報処理および情報

対策・指導業務　それに付随する一切の業務

昭和52年2月8日

200百万円

30.0％

30.0％

会 社 名

所 在 地

主 要 な 事 業 内 容

設 立 年 月 日

資 本 金 総 額

当 会 の 議 決 権 比 率

当会および他の子会社の議決権比率

子 会 社

子 法 人 等

関 連 法 人 等

合 計

株式会社　ＪＡえひめ総合情報センターＪＡ愛媛県信連

（関連法人等）

● 特定信用事業代理業者の状況
該当する取引はありません。

令和５年3月末 令和４年3月末

0

0

1

1

0

0

1

1

【㈱JAえひめ総合情報センター】
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● 対象役員

■ 役員

　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は、経営管理委員、理事および
監事をいいます。

● 役員報酬等の種類、支払総額および支払方法
　役員に対する報酬などの種類は、基本報酬と退職慰労金の２種類で、令和４年度における
対象役員に対する報酬などの支払総額は、次のとおりです。
　なお、基本報酬は毎月所定日に指定口座への振り込みの方法による現金支給のみであり、
退職慰労金は、その支給に関する総会決議後、所定の手続きを経て、基本報酬に準じた方法
で支払っております。

● 対象役員の報酬などの決定

【役員報酬（基本報酬）】
　役員報酬は、経営管理委員、理事および監事毎に各役員に支給する報酬総額の最高限度
額を総会において決定し、その範囲内において、経営管理委員毎の報酬額については経営
管理委員会において、理事毎の報酬額については理事会において決定し、監事毎の報酬額
については監事の協議によって決定しております。なお、業績連動型の報酬体系とはなっ
ておりません。
　この場合の役員毎の報酬額の決定にあたっては、役員等報酬審議会（構成：ＪＡの常勤
役員等の中から経営管理委員会会長が委嘱した委員９名）および信連常勤役員報酬審議会
（構成：ＪＡの常勤役員等の中から理事長が委嘱した委員７名）に諮問をし、その答申を
踏まえて各々の役職・責務などを勘案して決定しております。また、上記の支給する報酬
総額の最高限度額も答申を踏まえて決定しております。

【役員退職慰労金】
　役員退職慰労金については、役員退任給与金引当規程に基づき算定し、総会で経営管理
委員、理事および監事毎に各役員に支給する退職慰労金の総額の承認を受けた後、役員退
任給与金引当規程に基づき、経営管理委員については経営管理委員会、理事については理
事会、監事については監事の協議によって各々の支給額と支給時期・方法を決定し、その
決定に基づき支給しております。
　なお、この役員退職慰労金の支給に備えて公正妥当なる会計慣行に即して引当金を計上
しております。

支給総額（注2）

対象役員（注1）に対する報酬など

基本報酬

70

退職慰労金

9

（単位：百万円）

（注） １. 対象役員は、経営管理委員9名、理事4名、監事5名です。（期中に退任した者を含む。）
　　 2. 退職慰労金については、当年度に実際に支給した額ではなく、当年度の費用として認識される部分の金額（引当金への繰入額と支給額のうち当年度の負
　　　  担に属する金額）によっております。なお、令和4年度において使用人兼務役員はおりません。

役員等の報酬体系


